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日野川流域における取水制限を解除 
～日野川河川事務所の渇水対策支部を解散します～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※取材を希望される場合は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 

マスクの着用、身体的距離の確保等ご協力をお願いします。 

【問合せ先】 

国土交通省 日野川河川事務所    

副所長（技術） 岡﨑 ☎ 0859-27-5484（代表） 

調査設計課長  河村 ☎ 0859-27-2420（直通） 

 
日野川流域においては、降雨により日野川の流況が回復していることか

ら、８月１７日１２時より取水制限を一時解除しておりました。その後も
河川流況は比較的安定しており、菅沢ダムの貯水量も平年並みになりまし
た。 

 
本日開催しました日野川流域水利用協議会（第６回）において協議した結

果、一時解除していた取水制限を９月１日１２時に正式に解除することにな
りました。 
また、同時刻をもって日野川河川事務所の渇水対策支部を解散します。 
 
 
※取水制限率、日野川の流況データ等につきましては、日野川河川事務所     
のホームページに掲載しています。 
https://www.cgr.mlit.go.jp/hinogawa/kassui/index.html 
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